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多治見市自主防災組織支援事業補助金のご案内 

 

１ 趣旨・目的 

この補助制度は、地域住民による自主的かつ継続的な防災活動を行う自主防

災組織に対し、補助金を交付することにより、共助を支える自主防災組織の活動

を促進することを目的としています。 

 

２ 施行期間 

 2023 年４月１日から 2026 年３月 31 日まで（令和５年度から３年間） 

 ※ただし、交付申請から実績報告までの手続きは、同一年度内に行ってください。 

 

３ 補助の対象となる自主防災組織 

 市内の区又は町内会を単位として結成された自主防災組織が対象です。 

 

４ 補助の対象となる経費 

（１）防災資機材の購入に要する経費 

  防災資機材の例は、８ページに掲載しています。掲載するもの以外の防災

資機材を購入しようとする場合は、事前に危機管理課へご相談ください。 

（２）感震ブレーカーの購入に係る経費 

   取付けを推奨する感震ブレーカーの例は、10 ページに掲載しています。 

（３）家具転倒防止器具の購入に係る経費 

   家具転倒防止器具の例は、11 ページに掲載しています。 

（４）防災講座及び研修会の開催に係る経費 

   防災講座や研修会を開催するための、講師謝礼金、資料印刷代等が補助対

象となります。 

（５）防災訓練の実施に係る消耗品費 

   防災訓練で使用する土のう袋、炊出し用米・水等の消耗品が対象となりま

す。 

【次の費用等は、補助対象となりません】 

  ・ 物品等を購入するに当たり代金を振り込む場合の振込手数料 

  ・ 家具転倒防止器具の取付けを専門業者等に委託した場合の委託料 

  ・ 防災講座や研修会における食糧費又は会場借上料 

   ※いずれの経費も、交付決定を受ける前に支出した費用は補助対象となりませんの

でご注意ください。 
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５ １組織における申請可能回数 

（１）１年度内にできる申請回数は、１組織につき１回限りとします。 

（２）補助対象経費のうち、防災資機材の購入に係る経費の申請は、制度施行期

間（３年間）において、１組織につき１回限りとします。 

（３）感震ブレーカー及び家具転倒防止器具の購入、防災講座及び研修会の開催

経費、防災訓練における消耗品費については、毎年度申請可能ですが、感震

ブレーカー及び家具転倒防止器具の取付け実績のある世帯は、次年度以降、

補助対象外となります。 

 

６ 補助率及び補助上限額 

補助対象経費 補助率 補助上限額 

防災資機材等の購入に係る経費 １／２ 150,000 円 

感震ブレーカーの購入に係る経費 ２／３ 2,000 円×取付けた世帯数 

家具転倒防止器具の購入に係る経

費 
２／３ 500 円×取付けた世帯数 

防災講座及び研修会の開催に係る

経費 
１／２ 50,000 円 

防災訓練等を実施する場合の消耗

品費 
１／２ 50,000 円 

【補助額の例】 

例１）防災資機材を合計 360,000 円分購入した場合 

  360,000 円×１／２（補助率）＝180,000 円ですが、補助上限額が 150,000

円であるため、補助額は 150,000 円となります。 

例２）L 字型金具と突っ張り棒（ともに家具転倒防止器具）を各 40 個（80,000

円）購入し、20 世帯に取付けた場合 

  80,000 円×２／３（補助率）＝53,333 円⇒53,000 円（千円未満切捨て）で

すが、補助上限額が 500 円×取付けた世帯数であるため、補助額は、500 円×

20 世帯＝10,000 円となります。 

例３）防災講演会の開催に当たり、講師謝礼金 50,000 円と資料印刷代 15,000 円

の合計 65,000 円かかった場合 

  補助額は、65,000 円×１／２（補助率）＝32,500 円⇒32,000 円（千円未満

切捨て）となります。 
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７ 補助金の申請から交付までの流れ 

【事前準備】 

  自主防災組織の結成（組織規約及び防災活動計画書を作成します。） 

【事業実施前】 

（１）申請 

   自主防災組織は、補助金交付申請書に、組織規約（役員名簿含む）及び防

災活動計画書等を添付し、申請します。（詳しくは、「９ 申請書類一覧」を

ご覧ください。）※補助事業を実施する前に申請してください。 

（２）交付決定 

   市は、申請内容を審査した上、自主防災組織に対し交付決定（又は却下）

通知書を送付します。 

（３）変更交付（廃止）申請 

   自主防災組織は、事業内容等に変更がある場合（又は事業を廃止する場

合）、交付変更・廃止申請書を提出します。市は、交付変更・廃止承認書を

送付します。（詳しくは、「１０ 申請内容を変更（廃止）する場合」をご覧

ください。） 

【事業の実施】 

（４）事業実施 

申請者は、事業内容等に掲げた防災事業を実施します。 

【事業実施後】 

（５）実績報告 

自主防災組織は、事業実施後 30 日以内に、実績報告書に必要書類を添付

して提出します。（詳しくは、「１２ 実績報告書類一覧」をご覧ください。） 

（６）交付額の確定 

   市は、実績報告に基づき、交付額を確定し、自主防災組織に対し交付額確

定通知書を送付します。 

（７）交付請求 

  自主防災組織は、交付請求書を市に提出します。 

（８）交付 

   市は、自主防災組織に対し、補助金を交付します。 

 

８ 補助金の申請方法 

（１）申請期間 

  毎年度４月１日から２月末日まで（休日・土・日の場合は、その翌日） 

☞交付申請から実績報告までの手続きは、同一年度内に行ってください。 

（２）申請方法 

  下記「９ 申請書類一覧」に記載された書類を作成し、危機管理課へ直接持



- 5 - 
 

参又は郵送にて提出してください。 

【窓口に提出する場合】 

 受付時間：午前９時～午後５時（平日のみ受付します） 

 受付場所：多治見市役所本庁舎４階 危機管理課 

      （駅北庁舎・地区事務所等では受付していません） 

【郵送で提出する場合】 

 郵送先：〒507-8703 多治見市日ノ出町２-15 多治見市役所危機管理課宛 

 ※郵送の場合、申請書類に不備等あるときは、電話連絡により再提出をお願い

することがあります。（申請書の受理が遅れる場合があります。） 

 

９ 申請書類一覧 

ﾁｪｯｸ欄 提出書類（記載事項・添付書類等） 記載例 

 
多治見市自主防災組織支援事業補助金交付申請書（様式第１

号） 
13 ページ 

【添付書類】  

 自主防災組織の規約（役員名簿含む） 25 ページ 

 防災活動計画書 28 ページ 

 
見積書（その他の補助対象経費の明細がわかる書類） 
※防災講座等の講師謝礼金及び資料印刷代、防災訓練の消耗品費につ
いては、添付不要です。 

－ 

 事業計画書（様式第２号） 14 ページ 

 収支予算書（様式第３号） 15 ページ 

【申請書類の入手方法】 

（１）危機管理課の窓口で配布しています。 

  （駅北庁舎・地区事務所等では配布していません） 

（２）市のホームページ（下記ｱﾄﾞﾚｽ）からダウンロードすることができます。 

  (http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/bosai/bosai/jisyubousaisoshiki/shienjigyo.html） 

  ※市トップページ＞防災・防犯・安全＞防災＞防災に関する補助等＞自主防災組織支援補助金にアクセス 

【見積書について】 

（１）防災資機材等の購入、感震ブレーカーの購入、家具転倒防止器具の購入に

ついては、見積書の添付が必要となります。見積書の取得が困難な場合、購

入する物品等のカタログ（金額記載のもの）の写しを代用してください。 
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１０ 申請内容を変更（廃止）する場合 

 申請の内容を変更又は廃止する必要が生じた場合、次のいずれかに該当する

ときは、交付変更・廃止申請書を提出してください。 

（１）補助金の申請額を増額する場合 

（２）補助対象経費が２０パーセント以上減額となる場合 

（３）補助事業の目的又は内容を変更する場合 

ﾁｪｯｸ欄 提出書類（記載事項・添付書類等） 記載例 

 
多治見市自主防災組織支援事業補助金交付変更・廃止申請書

（様式第５号） 
16 ページ 

【添付書類】  

 事業計画書（様式第２号） 17 ページ 

 収支予算書（様式第３号） 18 ページ 

 

１１ 実績報告の方法 

（１）実績報告の時期 

  補助事業（複数の事業がある場合は、全ての補助事業）が完了した日から 30

日以内に実績報告書を提出してください。 

☞交付申請から実績報告までの手続きは、同一年度内に行ってください。 

（２）提出方法 

  下記「１２ 実績報告書類一覧」に記載された書類を作成し、危機管理課へ

直接持参又は郵送にて提出してください。 

【窓口に提出する場合】 

 受付時間：午前９時～午後５時（平日のみ受付します） 

 受付場所：多治見市役所本庁舎４階 危機管理課 

      （駅北庁舎・地区事務所等では受付していません） 

【郵送で提出する場合】 

 郵送先：〒507-8703 多治見市日ノ出町２-15 多治見市役所危機管理課宛 

 ※実績報告書類に不備等あるときは、電話連絡により再提出をお願いするこ

とがあります。 

 

１２ 実績報告書類一覧 

ﾁｪｯｸ欄 提出書類（記載事項・添付書類等） 記載例 

 多治見市自主防災組織支援事業実績報告書（様式第７号） 19 ページ 
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【添付書類】  

 （１）収支決算書（様式第３号） 21 ページ 

 
（２）防災資機材を購入した場合 

  ①領収書の写し 
－ 

 

（３）感震ブレーカーを購入した場合 

  ①領収書の写し 

  ②感震ブレーカーを取付けた世帯の住所・氏名・取付け

たことの認印が確認できる名簿 

② 

22 ページ 

 

（４）家具転倒防止器具を購入した場合 

  ①領収書の写し 

  ②家具転倒防止器具を取付けた世帯の住所・氏名・取付

けたことの認印が確認できる名簿 

② 

23 ページ 

 

（５）防災講座及び研修会を開催した場合 

  ①講師謝礼金の領収書の写し（振込の場合、金融機関の

振込証明書（又は振込依頼書）でも可） 

  ②資料印刷代の領収書の写し 

  ③防災講座又は研修会の実施状況がわかる写真 

－ 

 
（６）防災訓練の実施に係る消耗品を購入した場合 

  ①領収書の写し 
－ 

【実績報告書類の入手方法】 

（１）危機管理課の窓口で配布しています。（駅北庁舎・地区事務所等では配布していません） 

（２）市のホームページ（下記ｱﾄﾞﾚｽ）からダウンロードすることができます。 

  (http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/bosai/bosai/jisyubousaisoshiki/shienjigyo.html） 

【領収書（写し）の留意点】 

・あて名欄の無い簡易領収書（レシート）では、代用できません。 

・金融機関の振込証明書や運送会社の領収書では、代用できません。原則、購入

先の領収書が必要になります。（購入先に領収書の発行を依頼してください。）

ただし、講師謝礼金を振り込みにより支払ったとき、領収書が発行されない場

合は、金融機関の振込証明書（又は振込依頼書）の写しを代用してください。 

・同一の領収書の中に、補助対象と補助対象以外の購入品が混在している場合

は、領収書の写しとともに、購入の内訳が記載された請求書や納品書又はレシ

ート等のコピーも併せて添付してください。 
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１３ 防災資機材例 

№ 名称 イメージ № 名称 イメージ 

情
報
伝
達
用
資
機
材 

トランシーバー 

 

救
出
用
資
機
材 

脚立 

 

トランジスタラ

ジオ 

 

ジャッキ 

 

消
火
用
資
機
材 

消火器 

 

掛矢 

 

格納箱 

 

ショベル 

 

消火薬剤 

 

つるはし 

 

バケツ 

 

ハンマー 

 

救
出
用
資
機
材 

てこ棒 

 

ロープ 

 

はしご 

 

救
護
用
資
機
材 

担架 
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防災資機材例（つづき） 

№ 名称 イメージ № 名称 イメージ 

救
護
用
資
機
材 

毛布 

 

そ
の
他
の
資
機
材 

備蓄倉庫 

 

救急セット 

 

ヘルメット 

 

避
難
誘
導
用
資
機
材 

メガホン 

 

コードリール 

 

ライト 

 

土のう袋 

 

給
食
給
水
用
資
機
材 

給食用釜 

 

防水シート 

 

ポリタンク 

 

テント 

 

備蓄用飲料水 

 

発電機 

 

備蓄用食料 

 

 

※本表に掲載しているもの以外の資機材を購入す 

る際は、補助の対象とならない場合もあります

ので、事前に危機管理課へご相談ください。 

※本表に掲載している写真は、イメージであり、 

写真の資機材等を勧めるものではありません。 
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電気関係

61%

ガス・油器

関係

17%

その他

22%

〈阪神・淡路大震災〉
１３９件の火災うち、電気火災は８５件

電気関係

65%

ガス・油器

関係

11%

その他

24%

〈東日本大震災〉
１１０件の火災うち、電気火災は７１件

１４ 感震ブレーカーの概要 

 

（１）感震ブレーカーの設置効果 

 阪神・淡路大震災や東日本大震災において発生した火災の６０％以上が電気に起因

するものでした。電気による出火を防ぐためには、避難時にブレーカーを遮断するこ

となどが効果的ですが、大地震発生時にとっさにそのような行動がとれるとは限りま

せん。感震ブレーカーは、地震発生時に、設定値以上の揺れを感知したときに、自動

的に電気ブレーカー落とすことにより、自動的に電気供給を遮断する器具であり、不

在時の電気火災や電気復旧時の通電火災を防止する有効な手段です。 

 

 

 

  

 

 

 

出典：「大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会報告書について（概要）」 

（２）取付けを推奨する感震ブレーカーのタイプ 

簡易タイプ（おもり式・バネ式） 

  おもりが落下したり、振り子が作動したりすることで、重力やバネの力でブレーカ

ーを落とします。取付けには、電気工事不要です。 

 

（３）主な製品のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）費用 

 2,000 円～4,000 円程度 

（５）注意事項 

感震ブレーカーは、家中の電気が遮断されるため、夜間の発災時に備え、懐中電灯

などをわかりやすい場所に携帯しておくことをお勧めします。また、常時医療機器等

を使用する方については、非常電源の確保をお勧めします。 

【おもり式】 【バネ式】 

※参考 
「スイッチ断ボール３」 
 
製造・販売 

※参考 
「ヤモリ」 
 
製造・販売 
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１５ 家具転倒防止器具の種類 

 一般的に家庭用家具類や家電製品を対象とした転倒防止器具には、次のもの

があります。 

器具の名称と種類 一般的形状 適合するもの 

Ｌ字型金具 
家具と壁を木ネジ、ボルトによって固定す

るタイプ。 

 

・家庭用家具 
・オフィス家具類 
・家電製品等（形
状による） 

木製家具用連結金具 
家具の上下を連結し、転倒、移動を防ぐた

めのもの。ネジ止めするための平金具や「か
んぬき」状の金具などがある。 

 

・家庭用家具 

ベルト式、チェーン式、ワイヤー式、 
プレート式 

家具と壁にそれぞれネジ止めした金具を、
ベルト、チェーン、ワイヤー、金属プレート
などで結んだタイプ。  

・家庭用家具（壁
に強度が必要） 

ストッパー式 
家具の前下部にくさび状に挟み込み、家具

を壁側に傾斜させるタイプ。 

 

・家庭用家具 

ポール式 
ネジ止めすることなく、家具と天井の間隙

オフィス家具を床に固定するための金具。 

 

・家庭用家具 

ストラップ式 
樹脂製ストラップの両端にテープを貼付

したバックルを連結したものや、ストラップ
の端をネジ止めすることで、主にテレビやＯ
Ａ機器と台とを連結する器具。  

・電化製品等（形
状により使用本数
を増やす） 

マット式（粘着マット式） 
粘着性のゲル状のもので、家具の祖コメン

ト床面を接着させるタイプの器具。 

 

・家庭用家具（比
較的小さい物） 
・電化製品等 

ヒートンとロープによる方法 
壁にねじ込んだヒートンと家電製品等を

細紐などで結んだ方式。 
主にテレビなどの転倒防止に用いられる。 

 

・電化製品等（家
電製品の重量に応
じて強度を増す） 

資料引用：「オフィス家具類・一般家電製品の転倒・防止落下対策に関する指針」（東京消防庁） 
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１６ 家具転倒防止器具の効果 

 

 震度 6 強の揺れを再現した実験で、その効果を測定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

○ 家具をＬ字金具などで壁に直接ネジ固定する方法が最も効果が高い。 

○ 家具の上部と天井の間に、ポール式やすき間家具などで家具を固定する場

合は、ストッパー式や粘着マット式を併用すると効果が高い。 

○ ポール式の場合は、天井に下からの突き上げに耐える強度が必要で、強度が

ない場合は、当て板等で補強する必要がある。 

○ マット式やストッパー式の器具の単独使用は効果が小さい。家具の重量、奥

行きなどの条件によっての違いはあるが、一班に大きな家具には適していな

い。 

資料引用：「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」（東京消防庁） 
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１７ 書類の記載例 

（１）申請書 

 

様式第１号（第６条関係） 

令和７年 ５月 ７日 

 

  多治見市長 

 

               申請者 

                自主防災組織名  ○○町内会第５自主防災会 

                （ 区 又 は 町 内 会 名 ）  ○○町第５町内会 

住     所  多治見市○○町○丁目○○番地  

                代 表 者 名  多治見 太郎    (※) 

(※)記名押印をしてください(代表者本人が自署するときを除く) 

                連 絡 先  0572-22-○○○○ 

 

多治見市自主防災組織支援事業補助金交付申請書 

 

 令和７年度において、多治見市自主防災組織支援事業補助金の交付を受けたいので、多治

見市自主防災組織支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 自 主 防 災 組 織 名   ○○町内第５自主防災会 

 

２ 目 的 ・ 内 容   組織の円滑な防災活動に資するため、防災資機材を整備す

るとともに、住民の防災力向上を図るため、研修会及び防

災訓練を実施する。 

 

３ 着手・完了予定日   令和７年６月２日から令和 7年 11 月 30 日まで 

 

４ 補助金交付申請額   ３４３，０００ 円 
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様式第２号（第６条関係） 

【事業計画書】 

１ 補助事業の名称  ○○町内地域防災力向上事業 

２ 事業の概要 

 地域防災力の向上及び円滑な防災活動に資するため、以下の事業を実施する。 

（１）防災資機材の整備 

  整備予定年月：令和７年７月 

  整備する資機材は、収支予算書に記載のとおり。 

（２）感震ブレーカーの購入・取付け 

  購入予定年月：令和７年９月。９０世帯に取付ける。 

（３）家具転倒防止器具の購入・取付け 

  購入予定年月：令和７年９月。５０世帯に取付ける。 

（４）防災研修会の開催 

  講演会及び意見交換会を内容とした防災研修会を開催する。 

  ・期日：令和 7 年 11 月 30 日 

  ・場所：○○町集会所 

  ・参加予定人数：50 人 

  ・講演会講師：○○○○氏（△△主任研究員） 

（５）防災訓練の実施 

  地震を想定した防災訓練を実施する。 

  ・期日：令和７年９月１日 

  ・場所：○○小学校 

  ・参加予定人数：100 人 

  ・内容：救急救命訓練、避難誘導訓練、避難所運営訓練、炊出し訓練 

３ 事業を計画した理由及び事業後の効果 

 来たるべき大規模地震等に備え、自主防災組織を発足し、地域が主体的に防災活

動に取り組む必要が生じたため。効果として、地域住民の防災意識及び防災技能

の向上が期待できる。 

４ 防災資機材の保管場所  ○○町内会備蓄倉庫（○○町○丁目○○番地） 

５ 感震ブレーカーを取付ける世帯の数  ９０世帯 

６ 家具転倒防止器具を取付ける世帯の数  ５０世帯 
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様式第３号（第６条関係） 

【収支予算書（収支決算書）】 

収入 

内容 金額（円） 

多治見市補助金 343,000 

実施団体負担金 301,456 

合計 644,456 

支出 

内訳 
金額（円） 

事業区分・品名等 規格・数量等 

（１）防災資機材の購入   

  コードリール 1 個 6,900 

  発電機 1 台 80,000 

  トランシーバー 3 機 24,000 

  ヘルメット 20 個 80,000 

  はしご 1 台 15,000 

  脚立 1 台 5,500 

  つるはし 2 本 6,000 

  ハンマー 2 本 4,000 

  ロープ 50m・3 本 12,000 

（２）感震ブレーカーの購入   

  スイッチ断ボール３ 90 個 234,000 

（３）家具転倒防止器具の購入   

  Ｌ字型金具 80 個 24,000 

  突っ張り棒 60 個 60,000 

（４）防災研修会   

  講師謝礼金 1 式 20,000 

  資料印刷代 1 式 12,000 

（５）防災訓練に係る消耗品   

  炊き出し用米 20kg 8,800 

  炊き出し用水 40ℓ 6,000 

   

小計  598,200 

消費税 (4)講師謝礼金は除く 46,256 

対象経費合計①  644,456 

対象外経費合計②  0 

事業支出合計（①＋②）  644,456 
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（２）変更・廃止申請書 

様式第５号（第８条関係） 

年  月  日 

 

  多治見市長 

 

               申請者 

                自主防災組織名  ○○町内会第５自主防災会 

                （ 区 又 は 町 内 会 名 ）  ○○町第５町内会 

住     所  多治見市○○町○丁目○○番地 

                代 表 者 名  多治見 太郎   （※）     

(※)記名押印をしてください(代表者本人が自署するときを除く) 

                連 絡 先  0572-22-○○○○ 

                 

多治見市自主防災組織支援事業補助金交付変更・廃止申請書 

 

 多治見市自主防災組織支援事業補助金の交付決定額の変更について、多治見市自主防災

組織支援事業補助金交付要綱第８条第１項に規定により、次のとおり申請します。 

 

 

１ 変更申請額          ３９６，０００ 円 

          （交付決定額 ３４３，０００ 円） 

 

２ 変更後の事業計画書（別記様式第２号） 

 

３ 変更後の収支予算書（別記様式第３号） 

 

４ 変更又は廃止する理由 

 

次の理由により、補助申請額を変更する。 

（１）感震ブレーカー及び家具転倒防止器具を取付ける世帯が増加した。 
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様式第２号（第６条関係） 

【事業計画書】 

１ 補助事業の名称  ○○町内地域防災力向上事業 

２ 事業の概要 

 地域防災力の向上及び円滑な防災活動に資するため、以下の事業を実施する。 

（１）防災資機材の整備 

  整備予定年月：令和７年７月 

  整備する資機材は、収支予算書に記載のとおり。 

（２）感震ブレーカーの購入・取付け 

  購入予定年月：令和７年９月。１１０世帯に取付ける。 

（３）家具転倒防止器具の購入・取付け 

  購入予定年月：令和７年９月。８０世帯に取付ける。 

（４）防災研修会の開催 

  講演会及び意見交換会を内容とした防災研修会を開催する。 

  ・期日：令和 7 年 11 月 30 日 

  ・場所：○○町集会所 

  ・参加予定人数：50 人 

  ・講演会講師：○○○○氏（△△主任研究員） 

（５）防災訓練の実施 

  地震を想定した防災訓練を実施する。 

  ・期日：令和７年９月１日 

  ・場所：○○小学校 

  ・参加予定人数：100 人 

  ・内容：救急救命訓練、避難誘導訓練、避難所運営訓練、炊出し訓練 

３ 事業を計画した理由及び事業後の効果 

 来たるべき大規模地震等に備え、自主防災組織を発足し、地域が主体的に防災活

動に取り組む必要が生じたため。効果として、地域住民の防災意識及び防災技能

の向上が期待できる。 

４ 防災資機材の保管場所  ○○町内会備蓄倉庫（○○町○丁目○○番地） 

５ 感震ブレーカーを取付ける世帯の数  １１０世帯 

６ 家具転倒防止器具を取付ける世帯の数  ８０世帯 
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様式第３号（第６条関係） 

【収支予算書（収支決算書）】 

収入 

内容 金額（円） 

多治見市補助金 396,000 

実施団体負担金 332,696 

合計 728,696 

支出 

内訳 
金額（円） 

事業区分・品名等 規格・数量等 

（１）防災資機材の購入   

  コードリール 1 個 6,900 

  発電機 1 台 80,000 

  トランシーバー 3 機 24,000 

  ヘルメット 20 個 80,000 

  はしご 1 台 15,000 

  脚立 1 台 5,500 

  つるはし 2 本 6,000 

  ハンマー 2 本 4,000 

  ロープ 50m・3 本 12,000 

（２）感震ブレーカーの購入   

  スイッチ断ボール３ 110 個 286,000 

（３）家具転倒防止器具の購入   

  Ｌ字型金具 100 個 30,000 

  突っ張り棒 80 個 80,000 

（４）防災研修会   

  講師謝礼金 1 式 20,000 

  資料印刷代 1 式 12,000 

（５）防災訓練に係る消耗品   

  炊き出し用米 20kg 8,800 

  炊き出し用水 40ℓ 6,000 

   

小計  676,200 

消費税 (4)講師謝礼金は除く 52,496 

対象経費合計①  728,696 

対象外経費合計②  0 

事業支出合計（①＋②）  728,696 
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（３）実績報告書及び添付書類 

様式第７号（第９条関係） 

令和 7 年 12 月 20 日 

 

  多治見市長 

 

                自主防災組織名  ○○町内会第５自主防災会 

                （ 区 又 は 町 内 会 名 ）  ○○町第５町内会 

住     所  多治見市○○町○丁目○○番地 

                代 表 者 名  多治見 太郎   (※)   

                (※)記名押印をしてください（代表者本人が自署するときを除く）

連 絡 先  0572-22-○○○○ 

 

多治見市自主防災組織支援事業実績報告書     

 

 令和 7 年○月○日付け補助金交付決定通知書に係る補助事業が完了したので、多治見市

自主防災組織支援事業補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり実績を報告します。 

 

１ 補 助 事 業 の 名 称    ○○町内地域防災力向上事業 

 

２ 交 付 決 定 額    ３９６，０００ 円 

 

３ 事 業 の 実 施 期 間    令和７年６月２日から令和７年 11 月 30 日まで 

 

４ 補助事業の事業実績報告書 

 

５ 収支決算書（別記様式第３号） 

 

 

 

 

 

 

※担当課記入欄 

上記の報告事項について、審査しました。 

年  月  日 審査担当者               印 

 



- 20 - 
 

 

【事業実績報告書】 

１ 補助事業の名称  ○○町内地域防災力向上事業 

２ 実施団体の名称  ○○町内会第５自主防災会 

３ 事業の概要 

（１）防災資機材の整備 

  整備年月日：令和７年８月２日 

  整備した資機材は、収支決算書に記載のとおり。 

（２）感震ブレーカーの購入・取付け 

  購入年月日：令和７年９月 10 日。１１０世帯に取付け完了。 

（３）家具転倒防止器具の購入・取付け 

  購入年月日：令和７年９月 10 日。８０世帯に取付け完了。 

（４）防災研修会の開催 

  講演会及び意見交換会を内容とした防災研修会を開催した。 

  ・期日：令和７年 11 月 30 日 

  ・場所：○○町集会所 

  ・参加人数：50 人 

  ・講演会講師：○○○○氏（△△主任研究員） 

（５）防災訓練の実施 

  地震を想定した防災訓練を実施した。 

  ・期日：令和７年９月１日 

  ・場所：○○小学校 

  ・参加人数：130 人 

  ・内容：救急救命訓練、避難誘導訓練、避難所運営訓練、炊出し訓練 

【添付書類】 

（１）防災資機材等を購入した場合･･･領収書の写し 

（２）感震ブレーカーを購入した場合･･･領収書の写し、感震ブレーカーを取り付けた世帯

の確認名簿（世帯代表者の氏名、住所及び押印が確認できるもの） 

（３）家具転倒防止器具を購入した場合･･･領収書の写し、家具転倒防止器具を取り付けた

世帯の確認名簿（世帯代表者の氏名、住所及び押印が確認できるもの） 

（４）防災に関する講座及び研修会等を開催した場合･･･講師謝礼金の領収書（振込の場合、

振込依頼書の写しでも可）、講座及び研修会等の実施状況がわかる写真 

（５）防災訓練の実施に係る消耗品を購入した場合･･･領収書の写し 
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様式第３号（第６条関係） 

【収支予算書（収支決算書）】 

収入 

内容 金額（円） 

多治見市補助金 396,000 

実施団体負担金 332,696 

合計 728,696 

支出 

内訳 
金額（円） 

事業区分・品名等 規格・数量等 

（１）防災資機材の購入   

  コードリール 1 個 6,900 

  発電機 1 台 80,000 

  トランシーバー 3 機 24,000 

  ヘルメット 20 個 80,000 

  はしご 1 台 15,000 

  脚立 1 台 5,500 

  つるはし 2 本 6,000 

  ハンマー 2 本 4,000 

  ロープ 50m・3 本 12,000 

（２）感震ブレーカーの購入   

  スイッチ断ボール３ 110 個 286,000 

（３）家具転倒防止器具の購入   

  Ｌ字型金具 100 個 30,000 

  突っ張り棒 80 個 80,000 

（４）防災研修会   

  講師謝礼金 1 式 20,000 

  資料印刷代 1 式 12,000 

（５）防災訓練に係る消耗品   

  炊き出し用米 20kg 8,800 

  炊き出し用水 40ℓ 6,000 

   

小計  676,200 

消費税 (4)講師謝礼金は除く 52,496 

対象経費合計①  728,696 

対象外経費合計②  0 

事業支出合計（①＋②）  728,696 
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感震ブレーカーを取付けた世帯の確認名簿 

氏 名 住 所 印 

○○・・ ○○町 1-2-1 
 

△△・・・ ○○町 1-2-2 
 

□□・・・ ○○町 1-2-3  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

○
○ 

□
□ 

△
△ 
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家具転倒防止器具を取付けた世帯の確認名簿 

氏 名 住 所 印 

○○・・ ○○町 1-2-1 
 

△△・・・ ○○町 1-2-2 
 

□□・・・ ○○町 1-2-3  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

○
○ 

□
□ 

△
△ 
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（４）交付請求書 

様式第 9 号（第 11 条関係） 

令和８年２月１日 

 

  多治見市長  

 

                自主防災組織名  ○○町内会第５自主防災会 

                （ 区 又 は 町 内 会 名 ）  ○○町第５町内会 

住     所  多治見市○○町○丁目○○番地 

                代 表 者 名  多治見 太郎     (※) 

(※)記名押印をしてください（代表者本人が自署するときを除く） 

                連 絡 先  0572-22-○○○○ 

 

多治見市自主防災組織支援事業補助金交付請求書 

 

 令和７年○月○日付け補助金交付額確定通知書を受けた補助金について、多治見市自主

防災組織支援事業補助金交付要綱第 11 条の規定により、次のとおり補助金を請求します。 

 

 

１ 請求金額       ３９６，０００   円 

 

２ 振込口座 

ゆ
う
ち
䣯
銀
行 

以
外
の
銀
行
等 

○○ 銀行・金庫・農協・組合  多治見 本・支店、出張所 

口座名義人 

（フリガナ）    ﾀ ｼﾞ ﾐ   ﾀ ﾛ ｳ 

        多治見 太郎 

１普通  ２当座 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ゆ
う
ち
䣯
銀
行 

通帳記号 通帳番号（右づめで記入） 

             

口座名義人 

（フリガナ） 

 

 ※「ゆうちょ銀行以外」か「ゆうちょ銀行」のいずれか希望する振込先の金融機関を御記
入ください。 

 ※ゆうちょ銀行の場合、通帳記号・番号は、通帳に記載された記号（5 桁）、番号（8 桁）
を記入してください。 
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１８ 規約・防災活動計画書作成例 

 

（１）自主防災組織規約 

 

○○町内会自主防災会規約 

 

（名称） 

第１条 この会は、○○町内会自主防災会（以下「本会」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第２条 本会の事務所は、○○町集会所（○○町○丁目○番地）に置く。 

（目的） 

第３条 本会は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うこと

により、地震その他の災害（以下「地震等」という。）による被害の防止及び

軽減を図ることを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）防災に関する知識の普及・啓発に関すること。 

（２）地震等に対する災害予防に関すること。 

（３）防災訓練の実施に関すること。 

（４）地震等の発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難

誘導等応急対策に関すること。 

（５）防災資機材等の備蓄に関すること。 

（６）その他、本会の目的を達成するために必要な事項 

（会員） 

第５条 本会は、○○町内会にある世帯をもって構成する。 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  ２名 

（３）幹事  若干名 

（４）会計   １名 

２ 役員は、会員の互選による。 

３ 役員の任期は、２年とする。ただし、再任することができる。 

（役員の任務） 

第７条 会長は本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動

の指揮を行う。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。 
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３ 幹事は、幹事会の構成員となり、会務の運営にあたる。 

４ 会計は、会の会計を行う。 

（会議） 

第８条 本会に、総会及び幹事会を置く。 

（総会） 

第９条 総会は全会員をもって構成する。 

２ 総会は、毎年１回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催する

ことができる。 

３ 総会は、会長が招集する。 

４ 総会は、次の事項を審議する。 

（１）規約の改正に関すること。 

（２）防災計画の作成及び改正に関すること。 

（３）事業計画に関すること。 

（４）予算及び決算に関すること。 

（５）その他、総会が特に必要と認めたこと。 

５ 総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。 

（幹事会） 

第 10 条 幹事会は、会長、副会長及び幹事によって構成する。 

２ 幹事会は、次の事項を審議し、実施する。 

（１）総会に提出すべきこと。 

（２）総会により委任されたこと。 

（３）その他、幹事会が特に必要と認めたこと。 

（防災活動計画） 

第 11 条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災活動計画

を作成する。 

２ 防災活動計画は、次の事項について定める。 

（１）地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。 

（２）防災知識の普及に関すること。 

（３）防災訓練の実施に関すること。 

（４）地震等の発生時における情報の収集・伝達、出火防止、初期消火、救出救

護及び避難誘導に関すること。 

（５）その他必要な事項。 

（会費） 

第 12 条 本会の会費は、総会の決議を経て別に定める。 

（経費） 

第 13条 本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。 

（会計年度） 
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第 14 条 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

（会計監査） 

第 15 条 会計監査は、毎年１回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨

時にこれを行うことができる。 

２ 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。 

 

附 則 

 この規約は、○年○月○日から施行する。 

 

 

○○町内会自主防災会役員名簿 

 

役職 氏名 

会長  

副会長  

幹事  

幹事  

幹事  

幹事  

会計  
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（２）防災活動計画書 

 
○○自主防災会防災計画書 

 
１ 目的 
この計画は、○○自主防災会の防災活動に必要な事項を定め、もって地震その

他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とす

る。 

 
２ 計画事項 
 この計画に定める事項は、次のとおりとする。 
（１）防災組織の編成及び任務分担に関すること。 
（２）防災知識の普及に関すること。 
（３）防災訓練の実施に関すること。 
（４）情報の収集、伝達に関すること。 
（５）出火防止、初期消火に関すること。 
（６）救出・救護に関すること。 
（７）避難誘導に関すること。 
（８）給食、給水に関すること。 
（９）防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。 

 
３ 防災組織の編成及び任務分担 
 災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、次のとおり防災組織を

編成する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 防災知識の普及 
 地域住民の防災意識を高揚するため、次の防災知識の普及を行う。 

会長（隊長） 

 《町内会長など》 

副会長（副隊長） 

 《副町内会長など》 

各班長 

情報班（情報の収集・伝達） 

消火班（出火防止、消火器等による消火活動） 

避難誘導班（住民の避難誘導活動） 

救出救護班（負傷者の救出・救護活動） 

給食給水班（水、食料の配分、給食・給水活動） 
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（１）普及事項は、次のとおりとする。 
  ア 防災組織及び防災計画に関すること。 
  イ 地震、火災、水害等についての知識に関すること。 
  ウ 各家庭における防災上の留意事項に関すること。 
（２）普及方法は、次のとおりとする。 
  ア パンフレット、チラシ等の配布 
  イ コミュニティ情報誌等への記事掲載 
  ウ 講習会、研修会等の開催 
（３）実施時期 

火災予防運動期間、防災の日等防災関係諸行事の行われる時期に行うほか、

他の催し物に付随する形式で随時実施する。 

 
５ 防災訓練 
 大規模地震等による災害発生に備えて、情報の収集・伝達、初期消火、避難等

が迅速かつ的確に行えるようにするため、次により訓練を実施する。 
（１）訓練の種別は、個別訓練及び総合訓練とする。 
（２）個別訓練の種類は、次のとおりとする。 
  ア 情報の収集・伝達訓練 
  イ 消火訓練 
  ウ 避難訓練 
  エ 救出・救護訓練 
（３）総合訓練は、２以上の個別訓練について総合的に行うものとする。 
（４）訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計

画を作成する。 
（５）訓練の時期及び回数は、次のとおりとする。 

ア 訓練は、原則として春季及び秋季の火災予防運動期間中並びに防災の 

日に実施する。 
イ 訓練は、総合訓練にあっては年○回以上、個別訓練等にあっては随時 

実施する。 

 
６ 情報の収集・伝達 
被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収

集・伝達を次により行う。 
（１）情報の収集・伝達 

情報班員は、地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報

を収集するとともに、必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関等に伝達

する。 
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（２）情報の収集・伝達の方法 
情報の収集・伝達は、電話、テレビ、ラジオ、有線放送、伝令等による。 

 
７ 避難 
火災の延焼拡大等により、地域住民の人命に危険が生じ、又は生じるおそれ

があるときは、次により避難を行う。 

（１）避難誘導の指示 

市長の避難指示が発令されたとき又は自主防災会会長が必要であると認め

たとき、自主防災会会長は、避難誘導班に対し避難誘導の指示を行う。 

（２）避難誘導 

避難誘導班員は、自主防災会会長の避難誘導の指示を受けた時は、避難計

画書に基づき、住民を避難場所等に誘導する。 

（３）避難所の管理・運営 

災害時における避難所管理・運営については、多治見市又は避難所の施設

管理者の要請により協力するものとする。 

（4）避難計画書 

  別紙１「避難計画書」のとおり 

 
８ 出火防止及び初期消火 
（１）出火防止 

大地震時等においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、

出火防止の徹底を図るため、各家庭において、主として次の事項に重点をおい

て点検整備する。 
ア 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況 
イ 消火器等消火資機材の整備状況 
ウ その他建物等の危険箇所の状況 

（２）初期消火対策 
地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火すること

ができるようにするため、各家庭においては、消火器、水バケツ等を配備する。 

 
９ 救出・救護 
（１）救出・救護活動 

建物の倒壊、落下物等により救出・救護を要する者が生じたときは、ただち

に救出・救護活動を行う。この場合、現場付近の者は救出・救護活動に積極的

に協力する。 
（２）医療機関への連絡 

救出・救護班員は、負傷者が医師の手当を要するものであると認めたときは、
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最寄りの医療機関または防災関係機関の設置する応急救護所に搬送する。 
（３）防災関係機関の出動要請 

救出・救護班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは、

防災関係機関の出動を要請する。 
 

10 給食・給水 

避難地等における給食・給水は、次により行う。 

（１）給食の実施 

給食・給水班員及び物資配分班は、市から配布された食料、地域内の家庭又

は米穀類販売業者等から提供を受けた食料等の配分、炊き出し等により給食活

動を行う。 

（２）給水の実施 
給食・給水班員及び物資配分班は、市から提供された飲料水、水道、井戸等

により確保した飲料水により給水活動を行う。 
 

11 避難行動要支援者対策 

（１）避難行動要支援者名簿の管理・情報共有 

災害時に避難行動要支援者を支援するため、市から提供された避難行動要支

援者名簿を管理するとともに、地域内で情報共有する。 

（２）避難行動要支援者の避難誘導、救出・救護方法等の検討 

避難行動要支援者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等につ

いて予め検討し訓練等に反映させる。 

 

12 防災資機材等 

防災資機材等の備蓄及び管理に関しては、次により行う。 

（１）配備計画 
  別紙２「防災資機材等配備計画」のとおり 
（２）定期点検 

毎年６月第１日曜日を全資機材の点検日とする。 
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別紙１ 

 

避難計画書 

 

（１）計画策定自主防災組織の概要 

自主防災組織名称 
構成世帯

数 
構成人数 

備考 

（避難所への経路等） 

○○自主防災会 50 130 別紙経路図のとおり 

    

    

 

（２）避難所の概要 

避難所の名称 面積（㎡） 収容人数 備考 

○○小学校 1,100 550 ヘリコプターの離着陸可 

△△公民館 500 100  

    

 

（３）避難者リスト 

氏名 性別 住所 備考 
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別紙２ 

防災資機材等配備計画 

区分 品名 保管場所 

情報収集・伝達用 
ハンドマイク、携帯用無線機、携帯用ラジオ、携帯

電話用充電器、腕章等 

○○町集会所

防災備蓄倉庫 

初期消火用 
消火器、水バケツ、砂袋、可搬式小型動力ポンプ、

防災衣、ヘルメット、とび口等 
〃 

水防用 

救命ボート、救命胴衣、防雨シート、シャベル、つ

るはし、スコップ、ロープ、かけや、くい、土のう

袋等 

〃 

救出用 

バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャ

ッキ、ベンチ、ハンマー、大ハンマー、ロープ、チ

ェーンソー、エンジンカッター、チェーンブロック、

斧、一輪車、角材、防塵マスク、防塵メガネ 

〃 

救護用 
担架、救急セット、テント、毛布、シート、組立式

シャワー、簡易トイレ等 
〃 

避難用 
強力ライト、標旗、ロープ、ハンドマイク、警笛、

標識板、警報器具、投光器、発電機、燃料等 
〃 

給食・給水用 
こんろ、給水タンク、ろ水機、炊飯装置、配膳用食

器等 
〃 

訓練用 
模擬消火訓練装置、訓練用消火器、心肺蘇生訓練用

人形、視聴覚機器等 
〃 

その他 簡易収納庫、リヤカー、ビニールシート等 〃 

 

 

 

 


